


　令和７年６月４日（水）
栃木市内において会員80名
（委任状1,604名）及び来
賓多数ご臨席のもと第13回
通常総会が開催された。
　審議に先立ち、①令和７
年度 事業計画並びに収支
予算について、②令和８年
度税制改正提言にかかるアンケート調査結果が報
告された後、議案の審議に入った。
　第１号議案令和６年度事業報告の件、第２号議
案令和６年度収支決算報告承認の件について、そ
れぞれ原案のとおり承認可決された。
　次に、第３号議案任期満了に伴う理事・監事改
選について、原案のとおり承認可決された。
　議事終了後、栃木税務署長より法人会活動を通
じて、税務行政の推進、納税思想の高揚に貢献さ
れた方に対し感謝状が贈呈され、併せて関東信越
国税局長感謝状の披露がされた。続いて、栃木法
人会長及び山本厚生委員長より、法人会活動に貢
献された方や会員増強運動、福利厚生制度の推進
に功績のあった関係機関、地区会、個人に対し感
謝状が贈呈された。
　尚、総会議案資料につい
ては、ホームページの情報
公開欄に掲載しています。
　通常総会終了後、臨時
理事会が開催され、新会長
に横田学氏が選任された。
（新役員名簿３Pに掲載）

＜関東信越国税局長感謝状　披露＞
　山中　史朗

＜栃木税務署長感謝状＞
　野原　正衛　　　山中　敏正
　伏木　昌人　　　川津美知子

＜会員加入勧奨功労者＞
　・㈲フクトミ　　福富　正浩
　・㈲大森商事　　大森　裕介
　・㈱栃木銀行　　栃木支店・栃木北支店・石橋支店
　　　　　　　　　小金井支店・おもちゃのまち支店
　・㈱足利銀行　　栃木支店
　・栃木信用金庫　本店営業部・駅前支店・東支店
　　　　　　　　　思川支店・藤岡支店・大平町支店
　　　　　　　　　おもちゃのまち支店・都賀支店

＜会員増強純増達成表彰＞
　　藤岡地区会

＜福利厚生制度表彰＞
　・大型保障制度　新規獲得率 第１位　小山地区会
　　　　　　　　　法人加入率 第１位　小山地区会
　・がん保険制度　加入件数率 第１位　栃木地区会
　・大同生命保険㈱　　　牛久　洋子 
　・ＡＩＧ損害保険㈱　　関根　俊夫
　・アフラック生命保険㈱代理店　足利不動産㈱　田﨑　亮一

（順不同・敬称略）

通常総会開催のご報告
令和６年度功労者へ感謝状の贈呈

第13回

山中会長

中里関東信越税理士会 栃木支部長上澤栃木県税事務所所長

石澤栃木税務署長
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（敬称略：順不同）

※ゴシックは新任理事

令和７・８年度　新 役 員 名 簿
役　職 氏　　　　名 法　人　名 地区会

会　　長

副 会 長

専務理事

常任理事

理　　事

役　職 氏　　　　名 法　人　名 地区会

理　　事

監　　事

顧　　問

相 談 役

横 田 　 学

佐 山 謙 三

小 林 勝 夫

山 本 郁 夫

植 原 和 信

小 林 一 則

髙 田 　 弘

小 林 雄 一

寺 内 　 浩

渡 邉 浩 一

飯 沼 邦 章

齊 藤 純 夫

岸 　 英 司

小野口　美　治

膝 附 武 男

小 池 雅 弘

三 井 恵 子

植 村 茂 敏

塚 田 享 子

酒 井 一 則

大 垣 典 昭

松 本 政 則

青 木 　 茂

佐 藤 　 守

相 良 吉 男

岡　部　美喜男

青 木 宏 至

稲 尾 邦 夫

福 地 博 行

渡 邊 嘉 一

長 澤 厚 史

松 本 　 稔

平 野 和 正

小 藤 有 彦

癸生川　照　男

中新井　崇　嗣

中 澤 　 剛

籠 谷 貴 徳

佐 瀬 英 夫

奥 澤 　 淳

岩 澤 一 成

松 本 修 一

福 本 佳 之

鯉 沼 毅 明

田 中 信 明

前 田 光 之

倉 井 茂 雄

小　林　英一郎

上 杉 昌 弘

滝 田 賢 一

上 野 賢 治

須　藤　俊一郎

手 塚 光 一

中 川 博 登

増 田 信 義

深 澤 泰 雄

川 田 久 夫

萩 原 和 志

木 村 武 弘

荒 木 正 孝

福 地 武 司

嶋 田 完 治

日向野　　　薫

稲 葉 展 博

中 村 嘉 和

金 子 康 法

山 中 史 朗

中 里 昌 弘

青 木 良 一

大 山 英 雄

石 﨑 義 夫

菅 野 　 弘

江 田 俊 夫

小 倉 久 緒

眞 瀬 薫 正

野 原 正 衛

伏 木 昌 人

㈱ヒタチ設備

㈱佐山

藤成測量㈱

㈱ヤマイチ

大坂屋運送㈱

㈲成林興測

㈱桐野屋

㈲大平工業所

テラウチ産業㈱

㈱渡辺清作商店

(株)飯沼

㈱板橋組

(公社)栃木法人会

小野口商事㈱

ひざつき製菓㈱

㈱スクラムフーズ

㈲バリュー銀星

植村工業㈱

友井タクシー㈲

㈲たび倶楽部

㈱大垣ダイカスト工業

㈱松本工務店

㈲アオキ

大藤建設㈱

㈲サガラ陶管

㈲岡部電器

㈲青木石油

㈲稲安

㈱安全システム情報センター

ワタレイ㈱

㈲ナガサワ

松金化学工業㈱

㈱正和

㈱小藤製作所

㈱栃木県南自動車学校

㈱丸森

新日本産業㈱

㈲コスモストラベル

㈱サロン・ド・サセ

㈲小山祭典具

㈱ダイサン小山

㈲美田自動車整備工場

㈱ⅤｉＰａｓｓ

㈱鯉沼工務店

㈲マルサ工業所

㈱前田工業

㈱倉井康雄商店

㈱小林工業

日冷工業㈱

㈱滝田

㈱川中子住建

㈲博善社

㈲へいせい堂

あいケアステーション㈱

㈲増田屋本店

㈲岩舟衛生社

㈲川田タイヤ商会

高伸物流㈱

㈲野木造花葬儀社

㈲荒木美装

福地武司税理士事務所

シマダ㈱

㈲日向野洋蘭園

㈲稲葉石材店

中村嘉和税理士事務所

明和コンピュータシステム㈱

㈱山中組

税理士会栃木支部

青木ソバ粉㈱

㈲大山電装

北関東油研㈱

㈱すが野

㈱江田工業

やまこ産業㈱

㈲シャディシンセイ

野原産業㈱

栃木信用金庫

小山

栃木

藤岡

石橋

大平

下野

壬生

岩舟

野木

都賀

西方

小山

―

栃木

栃木

栃木

小山

小山

小山

藤岡

石橋

大平

下野

壬生

岩舟

野木

都賀

西方

青年部会長

栃木

栃木

栃木

栃木

栃木

栃木

栃木

小山

小山

小山

小山

小山

小山

小山

藤岡

藤岡

石橋

石橋

石橋

大平

大平

下野

下野

壬生

壬生

壬生

岩舟

岩舟

野木

野木

西方

―

栃木

小山

壬生

―

元会長

前会長

―

元副会長

元副会長

元副会長

元副会長

元副会長

元副会長

元副会長

前副会長

前副会長
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会　長

顧　問

公益社団法人 栃木法人会

公益社団法人 栃木法人会

横 　 田 　 　 学

山 中 史 朗

就任挨拶

退任挨拶

　令和 7 年６月 4 日の第 13 回通常総会において公益社団法人栃木法人会会長に選任され
ました横田学です。これまで山中会長のもとで４年間にわたり副会長として活動してまい
りましたが、図らずも会長職と言う大役を仰せつかる事になり身の引き締まる思いです。

栃木法人会での活動は天野会長時代から青年部会長を始めに岩下会長、白澤会長、金子会長、そして山中前
会長と長らく関わらせていただきましたが、いつの時代も先輩諸兄の暖かいご指導や栃木税務署の皆様の懇
切丁寧な説明とご協力で今日に至っております。浅学非才な私ではありますが実力のある優秀な役員の皆様
の御支援と会員各位の御協力そして栃木税務署のご指導の下、努力して参りますので宜しくお願い致します。
　法人会は税のオピニオンリーダーとして税知識の普及、納税意識の高揚、税制、税務に対する提言を行い
適正な申告納税制度の維持発展に努める活動を主として、青年部が担当する子供達への租税教育、女性部が
担当する税に関する絵はがきコンクール、また地区会毎に実施している税制や経営に関するセミナー等、地
域社会に貢献する事業を展開しております。これらの活動を通して会員企業の発展に寄与する事こそが栃木
法人会の存在価値であると考えております。
　結びに会員の皆様のご健勝と栃木法人会の発展を心より祈念いたしまして会長就任の挨拶とさせていただ
きます。

　令和３年通常総会において栃木法人会金子会長の後任の会長を拝命してから４年の月日
が流れました。副会長時代を合わせると 10 年間の中で、いろいろな活動の中で多くの経
験と友人たちを築くことができました。これは私の建設業という業界の中では得られない

素晴らしい人生の財産となりました。栃木県法人会の代表として参加した全国大会では千葉県大会、群馬県
大会、鹿児島県大会などでは全国の法人会の皆様が集い、多くの交流が出来、栃木県の PR にも大いに役立
つことができました。
　また税制提言においては全国の会員アンケートをまとめ上げ、経営者の生の声を各首長に提言できたこと
は、法人会だからこその有意義な活動です。
　そんな中、税務調査時の税務署調査官の対応について、会員よりご意見をいただきました。「一生懸命行っ
ている法人会活動に対する理解が薄いように感じた」ということです。確かに私も以前の弊社税務調査で同
じように感じたことがありますので、さっそく栃木税務署に相談を致しましたところ、統括官のアイデアで

「法人事業概況説明書」の「加入組合等の状況」の欄に「栃木法人会会員」と記載していただければ、法人会
活動への認識を高めて税務調査等に臨むよう税務署内において共有していただけることになりました。この
ことは栃木法人会事務局より、各地区会会員に周知をしたり、税理士会の総会においても税理士先生たちに「記
載」をお願いたしました。その後相談は来ておりませんので、それなりの成果はあったのかと思われます。
　これからも税制改革やトランプ関税などで我々経営者を悩ませる事案が尽きることはないと思いますが、
栃木法人会 3400 社が英知を出し合い協力体制を築き上げ、令和７年度より横田新会長のもと、栃木法人会会
員にとって「有意義な法人会」を目指して益々発展する事と会員企業のご隆盛を祈念致しまして、退任の挨
拶とさせていただきます。
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栃木税務署幹部職員栃木税務署幹部職員
役　職　名 氏　　　名 備　考 役　職　名 氏　　　名 備　考

署 長

副 署 長

総 務 課 長

課 長 補 佐

特　 官（ 法 人 ）

特　 官（ 法 人 ）

法 人 １ 統 括
法 人 ２ 統 括
法 人 ３ 統 括
法 人 ４ 統 括
審理専門官（法人）
総括上席国税調査官
法 人 会 担 当

葛 綿 直 人

板 垣 正 直

大 谷 和 志

川 村 圭 滋

横 川　　 茂

碓 井　　 尚

清 野 将 史
松 浦 恵 美
齊 藤 宏 和
小 川 拓 男
本 間 良 雄
池 島 洋 哉
石 原 広 美

新 任

新 任

新 任

新 任

留 任

留 任

新 任
新 任
留 任
留 任
留 任
新 任
留 任

栃木税務署長 葛 綿 直 人

着任ごあいさつ

　この度の人事異動により、栃木税務署長を拝命しました葛綿（くずわた）で

ございます。前任の石澤同様よろしくお願い申し上げます。

　横田会長をはじめ、公益社団法人栃木法人会の皆様方には、税務行政に対しまして、日頃から

深いご理解と多大なご協力を賜っており、厚くお礼申し上げます。

　公益社団法人栃木法人会におかれましては、税に関する各種研修会の開催や「自主点検チェッ

クシート」を活用した企業の税務コンプライアンスの向上への取組などを通じて、会員の積極的

な自己啓発を支援し、企業の健全な発展に貢献されているほか、租税教育に対する深いご理解の

下、青年部会を中心とした租税教室や、女性部会を中心とした「税に関する絵はがきコンクール」

の実施にも大変力を入れていただいており、皆様方の法人会活動に対する熱意とご尽力に敬意を

表します。

　さて、国税当局では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、ＡＬＬ

ｅ－Ｔａｘの普及・定着、キャッシュレス納付の利用拡大に向けた取組を一層推進していくこと

としております。

　また、インボイス制度につきましては、制度の円滑な定着に向けて、継続して制度の周知を行

うとともに、インボイスの登録をするか否かを検討している事業者をはじめ、個々の事業者の立

場に寄り添った丁寧な対応に努めてまいります。

　加えて、令和７年度の税制改正による「所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直し」等につ

きましても、源泉徴収義務者の方が適切に対応いただけるよう、広報を順次進めております。

　皆様方におかれましては、引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　結びに、公益社団法人栃木法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝とご繁栄を祈念いたし

まして、着任の挨拶とさせていただきます。
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※ゴシックは新委員

任期：令和７年６月４日～９年通常総会開催日まで

令和７・８年度　委 員 会 名 簿

委員会の主な活動内容

総務委員会 組織委員会 研修委員会 広報委員会 税制委員会 厚生委員会 地区会

委 員 長 ―

副委員長
―

―

委 員

栃木

小山

藤岡

石橋

大平

下野

壬生

岩舟

野木

都賀

西方

小 林 雄 一

山 本 郁 夫

齊 藤 純 夫

平 野 和 正

福 田 昌 弘

中 澤 　 剛

奥 澤 　 淳

石 川 悦 史

大 垣 典 昭

福 富 正 浩

飯 野 英 雄

手 塚 光 一

相 良 吉 男

岡 部 美喜男

早乙女かず子

荒 木 正 孝

髙 田 　 弘

佐 山 謙 三

渡 邉 浩 一

渡 邊 嘉 一

北 川 雄 一

齊 藤 純 夫

川 島 和 也

鯉 沼 毅 明

小 林 英一郎

松 本 政 則

須 藤 俊一郎

増 田 信 義

深 澤 泰 雄

萩 原 和 志

田 村 晃 一

長 田 友 孝

小 林 一 則

植 原 和 信

飯 沼 邦 章

小 池 雅 弘

小 藤 有 彦

籠 谷 貴 徳

松 本 修 一

酒 井 一 則

前 田 光 之

福 島 鉄 典

青 木 　 茂

中 川 博 登

川 田 久 夫

木 村 武 弘

青 木 宏 至

関 口 晃 一

植 原 和 信

小 林 勝 夫

小 林 雄 一

膝 附 武 男

中新井 崇 嗣

岩 澤 一 成

福 本 佳 之

田 中 信 明

氏 家 啓 治

滝 田 賢 一

海老原 邦 芳

石 川 博 俊

草 島 　 勲

柿 沼 政 士

新 井 義 雄

稲 尾 邦 夫

小 林 勝 夫

小 林 一 則

寺 内 　 浩

小野口 美 治

松 本 　 稔

植 村 茂 敏

佐 瀬 英 夫

谷 津 修 市

橋 本 秀 則

上 杉 昌 弘

町 田 光 成

小 林 信 作

池 沢 文 雄

山 中 利 明

山 中 美 幸

佐 藤 博 之

山 本 郁 夫

髙 田 　 弘

飯 沼 邦 章

長 澤 厚 史

癸生川 照 男

三 井 恵 子

塚 田 享 子

阿 部 靖 之

倉 井 茂 雄

中 川 真 澄

上 野 賢 治

佐 藤 　 守

古 内 宏 邦

木 塚 淳 一

渡 邉 浩 一

安 生 　 徹

総務委員会

会務の総括的な立場で全体の流れを把握し、その運営を円滑なものとすることを目的とする。
（１）諸会議の開催運営並びに各委員会の調整に関する事項
（２）財産の管理並びに財政に関する事項
（３）関係諸団体との連絡協調、その他渉外に関する事項
（４）諸規約および事務局に関する事項

組織委員会
会員増強を推進するとともに、組織機構の整備を図り、組織を拡充強化することを目的とする。
（１）会員増強に関する事項
（２）組織機構の研究整備に関する事項
（３）会員の異動等の管理に関する事項

研修委員会
法人会事業の中心である研修会等を効果的に推進することを目的とする。
（１）各種研修会・説明会等の開催に関する事項
（２）役職員の視察・研修に関する事項
（３）会員の交流及び意識調査に関する事項

広報委員会

会員並びに社会一般に対して法人会の主旨、活動状況等を周知することを目的とする。
（１）機関誌の編集・発行に関する事項
（２）内外に対する税情報等の発信及び広報宣伝に関する事項
（３）参考図書等の配布斡旋に関する事項
（４）ホームページの管理運営に関する事項

税制委員会
税制及び税法等の研究を基盤に、税制並びに税務行政に対する意見具申を行なうことを目的とする。
（１）税制及び税法等の調査研究に関する事項
（２）税制改正要望及び提言に関する事項
（３）税務行政に対する意見具申に関する事項

厚生委員会
各種厚生制度の推進等、会員サービスの充実を図ることを目的とする。
（１）各種保障制度に関する事項
（２）親睦事業に関する事項
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で消費税の仕組みにつ
いて開催させていただ
きました。児童はみな
明るく楽しんでくれた
様子で、授業を通して
「なぜ税金が大切なの
か」を様々な角度から
感じ取ってくれたよう
です。豊田小学校から
は６年生全員より感想を含めた御礼の手紙を
いただき、大きな励みになりました。

　第 13 回藤岡地区総会が５月 16 日に、多く
の会員の方の出席やご来賓の方々のご臨席を
いただき開催されました。
　総会においては令和 6 年度の事業報告及び
収支決算報告と役員改選の２つの議案がすべ
て可決承認されました。
　また、総会終了後は懇親会を開催し、会員
同士の親睦を深める有意義な機会となりまし
た。

　５月 23 日、青年部による租税教室を大平
西小学校で開催しました。授業では、税の仕
組みや種類についてパネルを使用して説明し、
自分達の生活にも税が関わっていることに理
解を深めている様子でした。

　５月 27 日、第 13 回地区総会を開催しまし
た。総会では、令和７年度事業計画・収支予
算報告後、令和６年度事業報告・収支決算に
ついて原案の通りご承認をいただきました。　
また、任期満了に伴う役員改選では、伏木会
長が退任し、新たに佐山謙三氏が会長に選任
されました。

　本年度より新たに就任した福地青年部長を
中心に、６年生への租税教室を実施しており
ます。４月 28 日は小山第二小学校、６月４
日は豊田小学校、同 20 日は小山第一小学校

租税教室を３校で開
催

地区総会を開催

租税教室・第13回地
区総会を開催
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　２月４日下野市商工会
館において、下野市商工
会との共催で、読売テレ
ビ「ミヤネ屋」等の情報
番組でコメンテーターを
務める伊藤聡子氏をお招きし「コロナで変わ
る世界と地域のビジネス戦略」をテーマに時
事講演会を開催いたしました。
　元気な地域経済を展開するためのヒントに
ついて、取材を通じて出会った事例を紹介し
ながら、独自のポジションを確立している企
業や街づくり成功の秘訣を、わかりやすく解
説していただきました。
　参加者は熱心に聴講され、大変有意義な講
演会となりました。

　６年生対象の租税教室を実施。子どもたち
は税の仕組みや使われ方を学び、税の重要性
を実感しました。講師のわかりやすい説明と、
子どもたちの積極的な参加で、充実した時間
となりました。この経験を通じて、子どもた
ちが税の大切
さを理解し、
将来、社会の
一員として責
任を持つ立派
な大人に成長
することを期
待しています。

　去る５月 29 日、石橋商工会アイリスホー
ルにて第 13 回地区総会を開催しました。
　総会では３つの議案が慎重審議され全て可
決承認されました。総会終了後、栃木税務署
泉統括国税調査官による「キャッシュレス納
付について」の税務研修会を開催し、参加者

の皆様も真剣に耳を傾
けていました。その後
の懇親会では、会員相
互の親睦を深める有意
義な時間となりました。

　３月 19 日に特別
講演会を開催しまし
た。今回は「激動の
国際情勢における諜
報活動とは…〜スパ
イ活動から日本を守
るために〜」をテー
マ に、 元 公 安 捜 査
官・稲村 悠氏を講師としてお迎えし、企業・
自社や社員を守るために必要なカウンターイ
ンテリジェンス（スパイ対策）について学び
ました。最新の情報を踏まえ、企業防衛に必
要な対策を考える貴重な機会となりました。
　また、５月 12 日には通常総会を開催し、

提出された議案はす
べて可決・承認され
ました。総会終了後、
栃木税務署の水沼統
括国税調査官による
簡単・便利な「キャッ
シュレス納付につい
て」の税務研修会を
行いました。

地区総会・税務研修
会開催 時事講演会を開催

町内小学校にて租税
教室を開催
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経営セミナー「企業の情報対策」
＆税務研修「キャッシュレス納付」



　都賀地区会では５月
21 日（水）都賀町商
工会館にて、令和７年
度地区総会を開催し全
案異議なく承認されま
した。総会終了後、栃
木税務署法人課税第三部門統括官　齊藤宏和
様を講師に迎え、「キャッシュレス納付」の
税務セミナーを開催しました。その場でパソ
コンを操作しながら説明頂き、大変わかりや
すく有意義なセミナーとなりました。

　西方地区会では５月８日（木）に通常総会
を開催し、すべての提出議案が可決・承認さ
れました。総会終了後に行われた税務研修会
では、税務署の担当者より印紙税についての
講義があり、参加者の皆さんは熱心に耳を傾
けていました。また西方地区では、各種イベ
ントや講習会の際に「けんたグッズ」を配布し、
法人会の広報活動を積極的に進めています。
こうした PR 活動
を通じて、法人会
の認知度向上だけ
でなく、税に関す
る知識の普及や地
域社会の発展に寄
与したいと考えて
います。

　５月 15 日の地区総会終了後、　社会保険労
務士法人ニュー岩﨑事務所所長岩﨑広行氏を
講師にお招きし、地区会員事業所でも近年課
題である人材採用や定着をテーマに ｢人材不
足解消セミナー｣ を開催しました。当日は 22
名が出席し、近年の雇用状況や助成金の活用

方法、申請に必要な書類等につい
て専門家ならではのノウハウをご
教示いただき、参加者の皆様に大
変有意義な講演会となりました。

　野木地区会では、２月 25 日に経営セミナー
を、５月 30 日に税務研修会を開催しました。
講師は共に栃木税務署の水沼統括国税調査官
にお願いし、とても分かりやすく参加者全員、
熱心に受講しました。
　秋ごろには、租税教育用下敷きを町内小学
生全員に、町産業祭では町民に配布を行う予
定です。

地区総会・税務研修会
開催研修会を開催

人材不足解消セミナー
を開催
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地区総会・税務セミナー
開催



　令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関す
る見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
　これらの改正は、原則として、令和７年 12 月１日に施行され、令和７年分以
後の所得税について適用されます。
　このため、令和７年 12 月に行う年末調整など、令和７年 12 月以後の源泉徴収
事務に変更が生じます。（令和７年 11 月までの源泉徴収事務には変更は生じませ
ん。）
　国税庁ホームページでは、この件につきまして、以下の項目に分類して解説等
を掲載していますので、是非、同ホームページをご覧ください。

　　①改正の概要
　　②令和７年分の年末調整
　　③令和８年分以後の給与の源泉徴収事務
　　④パンフレット
　　⑤各種様式
　　⑥Ｑ＆Ａ

　この税制改正についての記事は、次のＱＲコードを利用されると簡単にご覧い
ただけますので、ご活用ください。
（「ＱＲコード」は、（株）デンソーウェーブの登録商標です。）

令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
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10　　　月

９　　　月

〈令和６年12月～令和７年６月〉

他 14社※当会ホームページ、機関誌による情報公開に同意された方を掲載しました。

地区会 会　　社　　名 住　　所 代表者名
小山
〃
〃
〃
藤岡
〃
石橋
〃
〃
〃
大平
〃
下野

㈱ 花 の ギ フト 社
プ ロ テ ク 商 会 ㈱
㈲ジェイ・エム・アイ
㈱フォワードライフ
㈱ 上 岡 工 務 店
 (同) に じ い ろ
㈱ 栃 　 和
㈱ 和 不 動 産
鶴 見 工 業 ㈱
㈲ 大 和 産 業
㈲ み づ ほ 製 麺
㈱ 章  興  業
㈱山田錦栽培研究所

乙女2-2 0 -2 3
南飯田303- 6
羽 川 4 1 9 - 4
中央町3-5 -5
甲 2 0 1 4
藤 岡 5 1 2 - 7
上古山2108-1
上古山2108-1
下古山 2 2 4 3
下古山3249-1
上 高 島 6 2 5
西野田60 0 -3
田 中 5 3 4

益子　博美
イシャン バーヌカ
青木真由美
前島　　望
上岡　　敏
深津　　晃
和賀井紀明
和賀井紀明
鶴見　二郎
和田　通治
廣瀬　　肇
萩原　竜樹
海老原寛明

地区会 会　　社　　名 住　　所 代表者名
下野
壬生
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
野木
〃
〃

㈱ Ｒ Ｅ Ｐ Ｌ Ｓ
マ メ ト ラ ㈲
く に や 商 事 ㈱
㈱Ｔ'ｓインテリアサービス
俵 　 建 　 設　㈱
㈱ＡＬＯＮＧ ＷＩＴＨ
㈲ Ｔ Ｎ . ｗｏｏｄ.
㈱フジカンパニー
Ｓｔｕｄｉｏ ＳＨＩＮＢＩ‒ＧＡＮ
Ｒ ｅＶ Ｉ Ｂ Ｅ ㈱
㈲　カ 　 マ 　 ヤ
Ｐｌａｎｃｈｅｒ ｍｕｒ
寳 示 戸 興 業

祇園5-8-1
上三川町大山720
至宝1-7-29
壬生甲2239-1
中泉473-2
北小林788-10
壬生甲3852
駅東町9-23-3
壬生甲2612
至宝1-3-28
野木3354
丸林586-10

香川　　徹
森　　和久
大栗　正徳
出井　拓也
渡邉　雪代
田代　　卓
鈴木　敬規
大塚　拓真
鈴木　良輔
玉田　元気
木塚　淳一
舘野　敦士
寳示戸太一丸林374-2

モンビラージュＡ102

今後の行事予定

８　　　月

日時 開催場所 会議名等

２(土)

４(月)

８(金)

10(日)

22(金)

25(月)

26(火)

17(水)

18(木)

下旬

11(木)

栃木商工会議所

サンプラザ

岩舟総合運動場

サンプラザ

サンプラザ

さい たま市

小山商工会議所

石橋商工会

栃木商工会議所

札 幌 市

【石橋地区会】しもつけサマーフェスティバルinいしばし参加

青年部会正副会長会議

組織委員会

【岩舟地区会】サマーフェスタinいわふね2025　翌日清掃活動

事務担当者会議

納税推進協議会　税務署・県税幹部との意見交歓会

局連：役員通常総会・国税局長講演会

女性部会正副会長会議

法人税・消費税の決算申告説明会

法人税・消費税の決算申告説明会

法人税・消費税の決算申告説明会

全法連：女性フォーラム(北海道大会)

絵はがきコンクール審査会

会員情報に変更はございませんか

　会費の口座振替をご利用の皆様
には、６月27日(金)にご指定の口座
から引き落としをさせていただき
ました。厚くお礼申し上げます。
　なお、口座振替設定のお済でない
方は、事務局（０２８２‒２４‒３５００)
までご連絡いただきますようお願い
申し上げます。

◆ 会員の皆様へ ◆
会費口座振替のお礼

11　　　月

12　　　月

日時 開催場所 会議名等

２(木)

９(木)

16(木)

23(木)

30(木)

５(水)

９(日)

12(水)

13(木)

16(日)

21(金)

２(火)

上旬

サンプラザ

小山商工会議所

高 知 市

小山商工会議所

サンプラザ

県総合文化センター

野木エニスホール

サンプラザ

栃木商工会議所

大松山運動公園

甲 府 市

群 馬 県

栃木商工会議所

経営セミナー(米澤氏：経営者・管理職向け)

税務研修会(高橋氏：経営者・管理職向け)

全法連：全国大会(高知大会)

税務研修会(石川氏：経理担当者向け)

税務研修会(瀬口氏：経理担当者向け)

関東信越国税局長講演会

【野木地区会】産業祭参加

正副会長会議・理事会

署長講演会・納税表彰式

【下野地区会】産業祭参加

全法連：全国青年の集い「山梨大会」

局連：女性部会合同セミナー

広報委員会

下野市保健福祉センター
き　ら　ら　館



　７月９日(水)、サンプラザにてNHK大相撲解説者、舞の海秀平氏の
講演会が開催されました。猛暑の中、参加者は330名。野原委員長の進行
で横田会長の挨拶に続き、[夢は必ず叶う]がスタート。
　舞の海秀平さんと言えば、小兵ながらも類まれな相撲センスで数々の
技を繰り出し、技能賞も５回受賞され、若貴全盛時代で個性的な力士が名
を連ねる中「平成の牛若丸」の異名をとったその知名度は抜群で、多くの
方が会場に詰めかけました。
　登壇後、日本の伝統文化である相撲の歴史についてわかりやすくお話し
され、聴講者の興味を引きました。

　また、入門する際に身長が足りず２回目で入門
できたときのエピソードや現役時代の大型力士との
取り組みなど大相撲が好きな人にも興味深く、あまり
詳しくない人にもわかりやすく、面白いお話をたく
さんしていただきました。身振り手振りを交えなが
らのお話に、聴講者の皆さんも聞き入っていました。
　最後に小林副会長が閉会の挨拶。講演の集いが
盛大に開催出来ましたこと、関係者の皆様に心より
感謝申し上げます。

栃木法人会研修委員会副委員長　小林一則

講演の集い　舞の海秀平 氏

ローリングストック法って？ 南海トラフ巨大地震に備えて

　ローリングストック法（※１）って聞いたことがありますか？ 日持ちのする食品を多めに買っておいて、それを使ったら使った分だけ買い
足していき、常に自宅に一定量の食料を備蓄しておく方法です。私は以前、非常袋にレトルトがゆを入れておいて、何年もたってから賞味
期限が切れていることに気付いたことがあります。これでは食品ロスになってしまいますね。ローリングストック法は非常袋に入れるのでは
なく、日常的に使っては備蓄していく方法です。
　「フェーズフリー（※２）」という言葉があります。フェーズ(区切り)をなくす、という意味で、日常と非日常の区切りをなくし、身の回りの物や
サービスを、日常時にも非常時にも役立つようにする考え方です。備蓄食品を普段から使っていれば、備蓄が循環するので知らずに期限
が切れていることもなくなり、家庭からの食品ロスを減らすことができます。
　南海トラフ巨大地震が想定される自治体139市町村を対象に、日本経済新聞社が備蓄状況を調べたところ、６割で主要８品目(※３)の
いずれかがゼロだったそうです。私は、自身の誕生日に発生した東日本大震災の食料支援がきっかけで会社を辞めて独立しました。
東日本大震災では市役所の倉庫なども被災してしまい、支援物資が行き届かないことがありましたし、その後に起きた自然災害でも同様
のことがありました。自治体で備えることも大切ですが、行政に依存し過ぎず、自分自身が備えることも重要です。
　また、自宅や行政だけでなく、企業などの事業者も備蓄は必須です。内閣府は企業に対し、災害時帰宅困難者のガイドラインを策定
して「３日分の非常用備蓄用品」を備えることを求めています。事業者で備蓄する場合、量が多いから入れ替えの時は大変ですね。
　パンの缶詰で「救缶鳥プロジェクト（※４）」というのをご存じですか？ パンの缶詰を備蓄として買っておき、賞味期限が切れる前に
再購入する場合、今まで保管していたものを寄付することができるのです。パンの缶詰の製造会社が引き取って、世界の紛争地や国内
の被災地などへ運んでくれます。備蓄の寄付を通して、企業・組織の社会貢献活動としてアピールすることもできます。
　自宅ではローリングストック法で備え、企業・組織では備蓄の入れ替え時に寄付することで社会貢献。このような防災に取り組んでみる
のはいかがでしょうか。
＜参考情報＞
※１:ローリングストックについて（日本気象協会） https://tenki.jp/bousai/knowledge/49a23a0.html
※２:フェーズフリーとは（フェーズフリー協会） https://phasefree.or.jp/phasefree.html
※３:備蓄の主要８品目　食料、毛布、乳児用粉・液体ミルク、子ども用おむつ、大人用おむつ、携帯・簡易トイレ、トイレットペーパー、生理用品
※４:救缶鳥プロジェクト（パン・アキモト） https://www.panakimoto.com/products_kyucancho/

【筆者紹介】 井出留美（いで・るみ）　奈良女子大学食物学科卒、博士（栄養学/女子栄養大学大学院）、修士（農学/東京大学大学院農学生命科学研究科）。
ライオン、青年海外協力隊（ＪＩＣＡ）、日本ケロッグ広報室長等歴任。東日本大震災食料支援での廃棄に衝撃を受け、㈱ｏｆｆｉｃｅ３．１１を設立。食品ロス削減推進法
成立に協力した。『賞味期限のウソ』（幻冬舎新書）、『捨てないパン屋の挑戦』（あかね書房）など著書多数。

食品ロス問題ジャーナリスト　井出　留美



「年収の壁」の見直しについて「年収の壁」の見直しについて

税理士会コーナー

【作者紹介】
神谷一郎(かみや・いちろう)　専修大学法学部卒業後、漫画
プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラスト
レーターとして、雑誌・広告・水彩画挿絵等で活躍中。

①タカの頭の毛(左上)
②政頼の目線(中上)
③タカの翼(中上)
④笹の葉(右上)

⑤政頼の帯の紋(中央)
⑥松(左下)
⑦閻魔のアゴ(右下)

14頁 間違い探し『閻魔（えんま）と政頼（せいらい）』の答え

　令和７年の税制改正では、給与所得者のいわゆる「年収の壁」について、大幅な見直しが行わ
れた。
　「103万円の壁」が「160万円」まで引き上げられたという話はマスコミ等で見聞きしたことで
しょう。
　今回の改正は、給与所得控除と基礎控除という二つの項目を改正しているのだが、基礎控除の
改正の方には注意が必要である。基礎控除の額が所得金額に連動して変化するという複雑な内容に
なっている。
　改正内容を詳しく知りたい方は、国税庁のＨＰに特設コーナーが設けられたので、そちらをご覧
いただきたい。メインページからトピックス＞「令和７年４月25日令和７年度税制改正による所得
税の基礎控除の見直し等について」を見ていただきたい。
　では、この改正によって雇用者である企業にはどのような影響が出るだろうか。
　まず思い浮かぶのは、夫の扶養の範囲内で働こうとするパートさん達の収入の上限が引き上げ
られたことにより、年末の忙しい時期に「収入が扶養の範囲を超えそうなので今週は休みます」と
いうような話は激減しそうなことだ。従業員のシフトに頭を悩ませる必要はなくなるだろう……
　本当にそうだろうか。確かに103万円⇒160万円となれば、このような話も出てきそうである。
　でも注意してほしいことがある。
　私達が負担する税には、所得税、住民税、社会保険等がある。今回の改正で見直された「壁」は
所得税の話。
　もし、パートさん達が「160万円まで無税なんだ」と思ってギリギリまで働くと住民税の負担や
社会保険への加入という問題が出てくる。
　次に、この改正は令和７年12月から適用される。そうすると、年末調整の作業に影響が出てくる
ことになる。上記のような改正により昨年までは配偶者控除や扶養控除の対象にならなかった親族
が新たに扶養等に含まれてくることが想定される。従業員には早めに改正内容を周知しておこう。
　余談だが、時々こんな話を耳にする。従業員から「妻がパート先で社会保険に加入することに
なったので扶養から外してください」と言われたので、扶養から外しました……
　事業所によっては106万円から社会保険に加入するケースもあるが、だからと言ってすぐに扶養
から外すことはない。妻の収入金額によっては配偶者特別控除の適用があるかもしれない。まずは、
妻のパートの収入金額を正しく計算してみよう。



エコライフ講座回第39 生物多様性の保全とエコライフ生物多様性の保全とエコライフ

※左の絵と右の絵には相違点が７か所あります。見つかりますかな？（答えは13頁にあります）

７つの間違い探し

　近年、外来昆虫による樹木の食害が顕著となっています。栃木県内でも例にもれず、クビ
アカツヤカミキリの幼虫によるバラ科木本(サクラ、モモ等)の食害が酷く、特に県南の被害
は目を覆うほどです。さらにツヤハダゴマダラカミキリが侵入し、トチノキなどの街路樹を
食害する状況が県内でもみられています。さらにカシノナガキクイムシは、コナラをはじめ
とする落葉広葉樹に穿孔し、菌を持ち込むことで枯らしてしまいます。
　これらの食害を受けた樹木は伐採され、大量の廃樹木が発生しますが、本来であれば
“燻蒸”し幼虫を死滅させる必要があるものの、多くは玉切り放置されることや、近年ブーム
となったキャンプでの薪利用などがみられます。キャンプでの利用であれば、短期間で
燃やすため問題は少ないのですが、放置されると成虫が羽化し、周辺の樹木に被害が拡大
する状況となります。
　大きな問題としては、薪ストーブの燃料として利用される場合です。食害を受けた樹木は
安価に提供される場合があり、冬季の燃料として家庭に蓄えられます。春季に未使用だった
薪から成虫が出現し、新たな生息地が形成されていくこととなります。
　このように、一見すると化石燃料を使用しないエコな生活様式でも、その内容によっては
外来種の拡大に寄与し、生活圏の環境負荷を与えることになってしまいます。エコライフは
豊かな生物多様性の上に成り立つもの、という感覚を持ちつつ日常を過ごしたいものです。
　

NPO法人 栃木県環境カウンセラー協会　高橋　伸拓
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